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議第40号　令和７年度守山市一般会計補正予算（第７号）《令和７年12月定例月会議最終日提案》

歳　　出

　款10　教育費　　　　　項１　教育総務費 （単位：千円)

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

２　事務局費 256,833 5,398 262,231 5,398 １　報　　　酬 37 会計年度任用職員報酬 １　教育長給与費 33
37

２　給　　　料 1,999 一般職給
1,999 ２　職員（23人）給与費 5,328

３　職員手当等 2,457 職員手当等
2,457

４　共　済　費 905 共済組合負担金 ３　事務局運営費 37
905

３　教育指導費 370,611 8,418 379,029 8,418 １　報　　　酬 2,806 会計年度任用職員報酬
2,806 4,459

２　給　　　料 1,860 一般職給
1,726

会計年度任用職員給料
134 207

３　職員手当等 2,549 職員手当等
1,350

職員手当等（会計年度任用職員）
1,199 3,612

４　共　済　費 1,132 共済組合負担金
536

共済組合負担金（会計年度任用職員）
596 140

８　旅　　　費 71 費用弁償（会計年度任用職員）
71

４　教育研究所費 40,212 8,343 48,555 8,343 １　報　　　酬 2,748 会計年度任用職員報酬 １　職員（１人）給与費 4,721
2,748

２　給　　　料 2,405 一般職給
2,405 ３　研究研修事業費 721

３　職員手当等 2,318 職員手当等 ４　教育相談事業費 2,565
1,577

職員手当等（会計年度任用職員）
741

４　共　済　費 816 共済組合負担金 336
739

共済組合負担金（会計年度任用職員）
77

８　旅　　　費 56 費用弁償（会計年度任用職員）
56

計（項） 670,130 22,159 692,289 22,159

［一般財源　　　　　 　　　  　　　  5,328］

［一般財源　　　　　　   　　　  　　　 37］

［一般財源　　　　　　　　　  　　　  33］

［一般財源　　　　　　　　　  　　　 　3,612］

10　特別支援教育推進事業費

［一般財源　　　　　　　　　  　　　 　 140］

［一般財源　　   　　　　　　　  　　4,721］

［一般財源　　　　　　   　　　  　　2,565］

［一般財源　　　　　　   　　　  　　　336］

［一般財源　　　　　 　　　  　　　    721］

５　児童生徒支援室事業費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 節

説　　明

事　業　概　要

２　教職員研修推進事業費

［一般財源　　　　　　　　　  　　　 　207］

特定財源

一般財源 区分 金額
［］内は事業額の財源内訳

［一般財源　　　　　　　　　  　　　 4,459］

５　生徒指導推進事業費

６　小学校少人数学級対応事業費
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　款10　教育費　　　　　項２　小学校費 （単位：千円)

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

１　学校管理費 545,842 3,080 548,922 3,080 １　報　　　酬 617 会計年度任用職員報酬 １　小学校管理運営費 1,127
617

２　給　　　料 1 一般職給
1

３　職員手当等 2,395 職員手当等
1,903

職員手当等（会計年度任用職員）
492

４　共　済　費 63 共済組合負担金
49

共済組合負担金（会計年度任用職員）
14

８　旅　　　費 4 費用弁償（会計年度任用職員）
4

計（項） 604,818 3,080 607,898 3,080

　款10　教育費　　　　　項３　中学校費 （単位：千円)

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

１　学校管理費 538,951 2,876 541,827 2,876 １　報　　　酬 315 会計年度任用職員報酬 １　中学校管理運営費 315
315

２　給　　　料 93 一般職給
93

３　職員手当等 2,289 職員手当等
2,289

４　共　済　費 179 共済組合負担金
179

計（項） 610,245 2,876 613,121 2,876

　款10　教育費　　　　　項４　幼稚園費 （単位：千円)

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

１　幼稚園管理費 696,161 8,297 704,458 8,297 １　報　　　酬 8,765 会計年度任用職員報酬 １　職員（50人）給与費 △ 2,930
8,765

２　給　　　料 △ 3,471 一般職給
△ 3,471 ２　幼稚園運営事業費 11,227

３　職員手当等 3,237 職員手当等
775

職員手当等（会計年度任用職員）
2,462

４　共　済　費 △ 234 共済組合負担金
△ 234

計（項） 705,003 8,297 713,300 8,297

［一般財源　　　　　 　　   　　　   2,561］

［一般財源　　　　　 　　　  　　　    315］

2,561

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 節

説　　明

事　業　概　要
特定財源

一般財源 区分 金額
［］内は事業額の財源内訳

説　　明

事　業　概　要
特定財源

一般財源 区分 金額
［］内は事業額の財源内訳

節

［一般財源　　　　　 　　   　　　   1,127］

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 節

説　　明

事　業　概　要
特定財源

一般財源 区分 金額
［］内は事業額の財源内訳

1,953
［一般財源　　　　　 　　   　　　   1,953］

３　速野小学校長寿命化改良事業費

３　中学校体育館空調設備整備事業費

［一般財源　　　　　 　　　  　　　  11,227］

［一般財源　　   　　　　　　　  　△2,930］
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　款10　教育費　　　　　項５　社会教育費 （単位：千円)

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

１　社会教育総務費 73,650 11,446 85,096 459 10,987 １　報　　　酬 139 会計年度任用職員報酬 １　職員（６人）給与費 11,255
139

２　給　　　料 3,829 一般職給
3,829

３　職員手当等 5,726 職員手当等
5,674 14

職員手当等（会計年度任用職員）
52

４　共　済　費 1,752 共済組合負担金
1,752 177

２　文化振興費 301,607 △ 3,290 298,317 △ 3,290 １　報　　　酬 △ 2,379 会計年度任用職員報酬
△ 2,379

２　給　　　料 79 会計年度任用職員給料
79

３　職員手当等 △ 911 職員手当等（会計年度任用職員）
△ 911

４　共　済　費 △ 595 共済組合負担金（会計年度任用職員）
△ 595

８　旅　　　費 △ 69 費用弁償（会計年度任用職員）
△ 69

585 負担金

585
３　文化財保護費 175,783 △ 9,803 165,980 △ 9,803 １　報　　　酬 405 会計年度任用職員報酬 １　職員（12人）給与費 △ 10,672

405
２　給　　　料 △ 7,152 一般職給

△ 7,152 ６　史跡保存整備事業費 609
３　職員手当等 △ 1,461 職員手当等

△ 1,871
職員手当等（会計年度任用職員）

410
４　共　済　費 △ 1,595 共済組合負担金

△ 1,649

共済組合負担金（会計年度任用職員）

54
23,163 693 23,856 693 １　報　　　酬 177 会計年度任用職員報酬 １　埋蔵文化財センター管理運営費

177 693
２　給　　　料 276 会計年度任用職員給料

276
３　職員手当等 240 職員手当等（会計年度任用職員）

240
18,246 425 18,671 425 ２　給　　　料 276 会計年度任用職員給料 １　公民館管理運営費

276 425
３　職員手当等 149 職員手当等（会計年度任用職員）

149

18　負担金補助
　　及び交付金

４　埋蔵文化財
　センター運営費

５　公民館費

［一般財源　　　　　 　　　　　　　　  425］

［一般財源 　　　　     　 　　　 　　 260］

８　伊勢遺跡史跡公園管理運営費
260

［一般財源　　　　　 　　　　　　　　　693］

［一般財源　　　　     　 　　　 　　  609］

節

説　　明

事　業　概　要

［一般財源　　　　　　　　　 　　△3,875］

△ 3,875

区分 金額
［］内は事業額の財源内訳

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳
特定財源

一般財源

３　社会教育団体育成事業費

１　芸術文化振興事業費

［その他　　 　　　　　　　　　　 　　459］

［一般財源　　　　  　　　　　　 　10,796］

４　生涯学習・教育研究センター管理運営費

［一般財源　　　　  　　　　　　 　　　14］

［一般財源　　　　  　　　　　  　 　177］

［一般財源　　　　  　　　　　　 　△10,672］

３　守山市民ホール管理運営事業費
585

［一般財源　　　　　　　　　　　 　　 585］
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６　図書館運営費 245,244 356 245,600 356 １　報　　　酬 810 会計年度任用職員報酬 １　職員（９人）給与費 △ 4,768
810

２　給　　　料 △ 776 一般職給
△ 2,648 ２　図書館管理運営費 5,124

会計年度任用職員給料
1,872

３　職員手当等 1,064 職員手当等
△ 1,098

職員手当等（会計年度任用職員）
2,162

４　共　済　費 △ 742 共済組合負担金
△ 1,022

共済組合負担金（会計年度任用職員）
280

25,142 150 25,292 150 １　報　　　酬 101 会計年度任用職員報酬 １　青少年健全育成事業費
101 128

３　職員手当等 39 職員手当等（会計年度任用職員）
39 ２　青少年団体育成事業費

22

４　共　済　費 10 共済組合負担金（会計年度任用職員）
10

計（項） 862,835 △ 23 862,812 459 △ 482

　款10　教育費　　　　　項６　保健体育費 （単位：千円)

国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

１　体育総務費 112,977 7,879 120,856 7,879 ２　給　　　料 1,400 一般職給 １　職員（５人）給与費 7,666
1,262

会計年度任用職員給料
138

３　職員手当等 4,877 職員手当等
4,802

職員手当等（会計年度任用職員）
75

４　共　済　費 1,602 共済組合負担金
1,602

２　給食費 1,029,661 282 1,029,943 282 ２　給　　　料 282 会計年度任用職員給料 １　学校給食管理運営費 282
282

計（項） 1,142,638 8,161 1,150,799 8,161

［一般財源　　   　　　　　    　　  　  213］

［］内は事業額の財源内訳

［一般財源　　   　　　　　    　　  　7,666］

213

［一般財源　　　　    　 　　　 　　 5,124］

３　学校保健事業費

［一般財源　　   　 　　　　　　  　  　 282］

７　青少年育成費

［一般財源　　　　　 　　　　　　　　　128］

［一般財源　　　　　 　　　 　　　　　　　22］

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳 節

説　　明

事　業　概　要
特定財源

一般財源 区分 金額

［一般財源　　　　  　　　　　　 　△4,768］
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守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する

条例案（議第41号関係）の説明について 

 

令和７年度守山市特別職報酬等審議会における給料月額の改定の答申を踏まえ、市長、

副市長および教育長の給料月額の改正を行おうとするもの。また、人事院勧告を受け、国

家公務員の給与制度が見直されたことに伴い、特別職の国家公務員の給与改定および本市

一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に準じて、本市特別職の給与についても、期

末手当の支給割合の引上げ、および平均化する改正を行おうとするもので、その概要は次

のとおりです。 

 

１ 改正概要 

(1) 給料月額を次のように改める。（第２条関係） 

  市長の給料月額を「877,000円」から「904,000円」に、副市長の給料月額を「747,000

円」から「770,000円」に、教育長の給料月額を「692,000円」から「713,000円」に引

き上げる。 

(2) 期末手当の支給割合を次のように改める。 

ア 令和７年12月期を「1.725月分」から「1.775月分」に引き上げる。（第１条関係） 

イ 令和８年６月期以降を「1.75月分」とする。（第２条関係） 

 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日から施行する。ただし、給料月額および令和８年以降の期末手当の改正に

ついては、令和８年４月１日から施行する。（付則第１項関係） 

(2) 適用関係 

令和７年の期末手当の改正規定については、令和７年12月１日から適用する。（付則

第２項関係） 

(3) 給与の内払 

改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例

の規定による給与の内払とみなすものとする。（付則第３項関係） 
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守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（議第42号関係）の説明

について 

 

人事院勧告を受け、国家公務員の給与制度が見直されたことに伴い、これに準じて本市

一般職の職員の給与および本市教育公務員の給与について、必要な改正を行おうとするも

ので、その概要は次のとおりです。 

 

１ 改正概要 

(1) 初任給を始め若年層に重点を置き、一般職の職員および教育公務員の給料月額を引

き上げる。（第１条および第３条関係） 

(2) 自動車等を使用する一般職の職員および教育公務員の通勤手当について、使用距離

が14㎞以上の区分の支給月額を引き上げる。（第１条および第３条関係） 

(3) 一般職の職員および教育公務員の期末手当および勤勉手当の支給割合を引き上げ、

平均化する。（第１条から第３条までおよび第５条の規定関係） 

 ア 期末手当 

(ｱ) 令和７年12月期を「1.25月分」から「1.275月分」に引き上げ、再任用職員につ

いては｢0.7月分｣から「0.725月分」に引き上げる。 

  (ｲ) 令和８年６月期以降を「1.2625月分」とし、再任用職員については「0.7125月

分」とする。 

イ 勤勉手当 

(ｱ) 令和７年12月期を「1.05月分」から「1.075月分」に引き上げ、再任用職員につ

いては｢0.5月分｣から「0.525月分」に引き上げる。 

 (ｲ) 令和８年６月期以降を「1.0625月分」とし、再任用職員については「0.5125月

分」とする。 

(4) 教育公務員の職務の級が３級または４級である職員の給料月額に加える加算額を、

３級は「7,500円」から「11,500円」に引き上げ、４級は「4,000円」とする。（第４条

関係） 

(5) 教育公務員の職務の級が１級または２級である職員の教職調整額の支給割合を「100

分の４」から「100分の10」に引き上げる。（第６条関係） 

 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日から施行する。ただし、令和８年以降の改正については、令和８年４月１

日から施行する。（付則第１項関係） 

(2) 適用関係 

上記１(1)の改正規定については、令和７年４月１日から適用し、上記１(2)の令和
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７年の改正規定については、令和７年12月１日から適用し、上記１(4)および(5)の改

正規定については、令和８年１月１日から適用する。（付則第２項関係） 

(3) 教育公務員の職務の級が１級または２級である職員の教職調整額について、令和８

年１月１日から令和12年12月31日までの間で段階的に引き上げる経過措置を設ける。

（付則第３条関係） 

(4) 給与の内払 

改正前の給与条例または教育公務員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、

それぞれ改正後の給与条例または教育公務員給与条例の規定による給与の内払とみ

なすものとする。（付則第４項関係） 
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地方公務員法第22条の２第１項第１号により採用する会計年度任用職員の報酬等

に関する条例および地方公務員法第22条の２第１項第２号により採用する会計年度

任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案（議第43号関係）の説明につ

いて 

 

人事院勧告を受け、国家公務員の給与制度が見直され、本市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正することに伴い、本市の地方公務員法第22条の２第１項第１号および

第２号により採用する会計年度任用職員の報酬等について必要な改正を行おうとするもの

で、その概要は次のとおりです。 

 

１ 改正概要 

(1) 一般職の給料表の改定に伴い、給料月額を引き上げる。（第３条関係） 

(2) 期末手当および勤勉手当の支給割合を引き上げ、および平均化する。（第１条から

第４条までの規定関係） 

ア 期末手当 

(ｱ) 令和７年12月期を「1.25月分」から「1.275月分」に引き上げる。 

(ｲ) 令和８年６月期以降を「1.2625月分」とする。 

 イ 勤勉手当 

(ｱ) 令和７年12月期を「1.05月分」から「1.075月分」に引き上げる。 

(ｲ) 令和８年６月期以降を「1.0625月分」とする。 

 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日から施行する。ただし、令和８年以降の改正については、令和８年４月１

日から施行する。（付則第１項関係） 

(2) 適用関係 

上記１(1)の改正規定については、令和７年４月１日から適用し、上記１(2)の令和

７年の改正規定については、令和７年12月１日から適用する。（付則第２項関係） 

(3) 報酬等の内払 

改正前の報酬条例または給与条例の規定に基づいて支給された報酬または給与は、

それぞれ改正後の報酬条例または給与条例の規定による報酬または給与の内払とみ

なすものとする。（付則第３項関係） 
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○守山市自治振興表彰規程 

昭和55年9月13日 

守山市告示第46号 

改正 平成19年1月18日告示第6号 

平成21年3月16日告示第41号 

平成23年2月15日告示第18号 

平成23年8月19日告示第198号 

令和3年6月10日告示第313号 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、市の自治行政の振興および公益の増進に貢献し、かつ功績のあった

者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。 

(被表彰者) 

第２条 この規程により表彰を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 議会議員の職に8年在職し、功績のあった者 

(2) 別表第1に掲げる職に8年在職し、功績のあった者 

(3) 別表第2に掲げる職に6年在職し、功績のあった者 

(4) 別表第3に掲げる職に10年在職し、功績のあった者 

(5) 教育、文化、体育、産業、社会福祉等の振興に寄与し、功績のあった者 

(6) 善行または奇特な行為のあった者 

(7) 公益のため金品を寄附した者 

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等

に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者については、表彰を受け

られないものとする。 

(平21告示41・平23告示18・令3告示313・一部改正) 

(在職年数の計算) 

第３条 前条第1項第1号から第4号までに規定する者の在職年数の計算については、次の各

号に定めるところによる。 

(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から退職の日または表彰の調査期日の属

する月までの期間とする。 

(2) 在職年数が中断したときは、その前後を通算する。 

(3) 調査期日は、毎年10月1日とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りで

ない。 

(4) 在職年数は、市長が別に定めるものを除くほか、昭和30年1月15日の町村合併以降
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その職についたときから起算する。 

(令3告示313・一部改正) 

(表彰) 

第４条 表彰は、感謝状または表彰状を授与して行う。 

２ すでに表彰された者であっても、表彰の区分を異にする場合は、さらに表彰すること

ができる。 

３ 表彰は、随時、個々にこれを行うことができる。 

(表彰者名簿) 

第５条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久に保存する。 

(委任) 

第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

付 則 

１ この告示は、昭和55年10月1日から施行する。 

２ 第2条第1号から第3号までの規定の適用については、すでに守山市表彰条例(昭和45年

守山市条例第35号)の当該相当規定により表彰された者を除くものとする。 

付 則(平成19年1月18日告示第6号) 

この告示は、平成19年4月1日から施行する。 

付 則(平成21年3月16日告示第41号) 

この告示は、平成21年4月1日から施行する。 

付 則(平成23年2月15日告示第18号) 

この告示は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則(平成23年8月19日告示第198号) 

１ この告示は、平成23年8月24日から施行する。 

２ この告示による改正前の守山市自治振興表彰規程(以下「改正前の規程」という。)別

表第1に規定する体育指導委員の職については、改正後の守山市自治振興表彰規程(以下

「改正後の規程」という。)第2条第2号の規定により表彰することができるものとし、改

正後の規程第3条に規定する在職年数にも当該職を通算することができるものとする。 

３ 改正前の規程の規定により表彰された者は、改正後の規程の規定により表彰されたも

のとみなす。 

付 則(令和3年6月10日告示第313号) 

この告示は、令和3年6月10日から施行する。 
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別表第１(第2条関係) 

(平23告示198・令3告示313・一部改正) 

監査委員 社会教育委員 

選挙管理委員会委員 国民健康保険運営協議会委員 

公平委員会委員 学校医 

教育委員会委員 学校歯科医 

農業委員会委員 保育園医 

固定資産評価審査委員会委員 民生委員・児童委員 

中小企業振興資金融資審査委員会委員 消防団員 

公民館運営審議会委員 スポーツ推進委員 

別表第２(第2条関係) 

(平19告示6・一部改正) 

行政事務嘱託員 

農政事務嘱託員 

別表第３(第2条関係) 

(平21告示41・追加) 

健康推進員 
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令和７年度守山市自治振興被表彰者一覧 

 

≪学校園医≫ 

（敬称略） 

 
適 用 条 項 氏名・団体名 ※住所 功 績 内 容 ※履 歴 等 ※推薦元 

１ 
第２条第１項 

第２号 

守山小学校および物部小学校の学

校医として多年にわたり在任され、

生徒の健康管理に寄与された功績

は大である。 

平成29.4.1から現在 

・学校園医８年 
保健給食課 

 

 

≪社会教育委員・公民館運営審議会委員≫ 

（敬称略） 

 
適 用 条 項 氏名・団体名 ※住所 功 績 内 容 ※履 歴 等 ※推薦元 

２ 
第２条第１項 

第２号 

社会教育委員および公民館

運営審議会委員として多年

にわたり在任され、社会教

育の推進に寄与された功績

は大である。 

平成29.4.1から現在 

・社会教育委員８年 

・公民館運営審議会委員８年 

社会教育・ 

文化振興課 

 

 

≪文化芸術振興≫ 

（順不同・敬称略） 

 
適 用 条 項 氏名・団体名 ※住所 功 績 内 容 ※履 歴 等 ※推薦元 

３ 
第２条第１項 

第５号 

文化協会常任理事として多年に

わたり活動され、文化芸術の振興

に寄与された功績は大である。 

平成21.4.1から現在 

・文化協会役員８年以上 

社会教育・ 

文化振興課 

４ 
第２条第１項 

第５号 

文化協会常任理事として多年に

わたり活動され、文化芸術の振興

に寄与された功績は大である。 

平成29.4.1から現在 

・文化協会役員８年以上 

社会教育・ 

文化振興課 
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≪寄 付≫ 

（敬称略） 

 
適 用 条 項 氏名・団体名 ※住所 功 績 内 容 ※履 歴 等 ※推薦元 

５ 
第２条第１項 

第７号 

河西幼稚園、河西小学校、守山

北中学校に物品を寄附され、教

育の振興に寄与された功績は大

である。 

河西幼稚園 270,300円 

河西小学校 326,800円 

守山北中学校404,300円 

   総額1,001,400円 

（100万円以上） 

教育総務課 

 

 

≪学校園評議員≫ 

（順不同・敬称略） 

 
適 用 条 項 氏名・団体名 ※住所 功 績 内 容 ※履 歴 等 ※推薦元 

６ 
第２条第１項 

第８号 

守山幼稚園の園評議員として多年に

わたり在任され、幼稚園の発展に寄

与された功績は大である。 

平成24.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

守山 

幼稚園 

７ 
第２条第１項 

第８号 

守山幼稚園の園評議員として多年に

わたり在任され、幼稚園の発展に寄

与された功績は大である。 

平成26.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

守山 

幼稚園 

８ 
第２条第１項 

第８号 

吉身幼稚園の園評議員として多年に

わたり在任され、幼稚園の発展に寄

与された功績は大である。 

平成16.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

吉身 

幼稚園 

９ 
第２条第１項 

第８号 

立入が丘幼稚園の園評議員として多

年にわたり在任され、幼稚園の発展

に寄与された功績は大である。 

平成24.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

立入が丘

幼稚園 

10 
第２条第１項 

第８号 

小津こども園の園評議員として多年

にわたり在任され、こども園の発展

に寄与された功績は大である。 

平成24.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

小津 

こども園 
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11 
第２条第１項 

第８号 

玉津こども園の園評議員として多年

にわたり在任され、こども園の発展

に寄与された功績は大である。 

平成27.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

玉津 

こども園 

12 
第２条第１項 

第８号 
 

中洲こども園の園評議員として多年

にわたり在任され、こども園の発展

に寄与された功績は大である。 

平成27.4.1から 

令和7.3.31 
（学校園評議員10年以上） 

中洲 

こども園 

13 
第２条第１項 

第８号 
 

小津小学校の学校評議員として多年

にわたり在任され、学校の発展に寄

与された功績は大である。 

平成27.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

小津 

小学校 

14 
第２条第１項 

第８号 

河西小学校の学校評議員として多年

にわたり在任され、学校の発展に寄

与された功績は大である。 

平成27.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

河西 

小学校 

15 
第２条第１項 

第８号 
 

守山南中学校の学校評議員として多

年にわたり在任され、学校の発展に

寄与された功績は大である。 

平成27.4.1から現在 
（学校園評議員10年以上） 

守山南 

中学校 

※については、当日の来場者配布資料に記載しない 

 

 

開催日時 令和８年２月 18 日(水) 午後から 

開催場所 市役所防災会議室 
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〇守山市学校教育表彰要綱 

令和３年11月18日 

守山市教委告示第17号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育において、優れた成績を収めたものまたは学校教育に顕著

な功績のあるものを表彰し、もって市の教育の推進に資することを目的とする。 

 （園児、児童または生徒の表彰） 

第２条 守山市教育委員会（以下「委員会」という。）の所管に属する幼稚園、小学校また

は中学校（以下「学校園」という。）の園児、児童もしくは生徒またはこれらの者で構成

される団体のうち、学術、スポーツまたは文化芸術等の活動において、優秀な成績を収

めたものがあるときは、これを表彰する。 

 （教職員の表彰） 

第３条 委員会の事務局職員もしくは学校園その他の職員またはこれらの者で構成される

団体のうち、次のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。 

 (1) 学校教育における学術、スポーツまたは文化芸術等の活動において、生徒等を優秀

な成績に導き、多大の功績があった者 

 (2) 学校教育または教育研究において、優れた成果を収めた者 

 (3) 学校教育に多大の功績があった者 

 （学校園の表彰） 

第４条 学校園のうち、次のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。 

 (1) 学校教育または教育研究において、優れた成果を収めたもの 

 (2) 学校教育に多大の功績があったもの 

 （個人または団体の表彰） 

第５条 前３条に規定するもののほか、次のいずれかに該当する個人または団体があると

きは、これを表彰する。 

 (1) 学校教育または教育研究の発展に特に功績があったもの 

 (2) 学校教育に多大の功績があったもの 

 （その他の表彰） 

第６条 前各条に規定するもののほか、その他委員会が特に表彰するにふさわしい業績の

あったものがあるときは、これを表彰する。 

（表彰の方法） 

第７条 表彰は、教育長が賞状を授与して行う。 

（表彰の審査） 

第８条 表彰は、所属長または学校長の推薦に基づき、委員会が審査する。 

（功績の公表) 
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第９条 委員会は、表彰されたもののうち、特に功績の優れたものについて、その功績の

内容を公表するものとする。 

 

   付 則 

 この告示は、令和３年11月18日から施行する。 
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令和７年度守山市学校教育表彰者名簿

団・個 学校名 職名・学年 被表彰者名 成績等 該当条項 R6

1 団 守山南中学校

R6　滋賀県中体連春季総合体育大会　　優勝
　　滋賀県中体連夏季総合体育大会　　優勝
　　滋賀県中体連秋季総合体育大会　　優勝
　　近畿総合体育大会　　　　　　　　３位
　　全国中学校体育大会　　　　　　　出場

R7　滋賀県中体連春季総合体育大会　　優勝
　　滋賀県中体連夏季総合体育大会　　優勝
　　近畿総合体育大会　　　　　　　　３位
　　全国中学校体育大会　　　　　　　出場

要綱
第２条

〇

2 団 守山南中学校 R7　滋賀県中体連春季総合体育大会　　優勝
要綱

第２条

3 個 守山南中学校 １年
R7  滋賀県中体連春季総合体育大会　体操競技　跳馬　優勝
　　滋賀県中体連夏季総合体育大会　体操競技　ゆか　優勝・跳馬　優勝

要綱
第２条

4 個 守山南中学校 ３年

R7  滋賀県中体連春季総合体育大会　陸上競技　男子共通200ｍ　優勝
    滋賀県中体連夏季総合体育大会　陸上競技　男子共通200ｍ　優勝
    全日本中学校通信陸上競技大会滋賀大会
　　　　　　　　　　　　　　　   陸上競技  男子共通200ｍ　全国大会標準記録突破
    全国中学校体育大会　　　　　　出場

要綱
第２条

5 個 守山南中学校 ２年
R7  全日本中学校通信陸上競技大会滋賀大会
　　　　　　　　　　　　　　    陸上競技　男子共通走高跳　優勝
    滋賀県中学校秋季新人大会　　陸上競技　男子走高跳　　　優勝

要綱
第２条

6 個 守山南中学校 ２年
R7  滋賀県中体連夏季総合体育大会　水泳競技　男子400ｍ自由形　優勝
    滋賀県中学校秋季新人大会　　　水泳競技　男子800ｍ自由形　優勝

要綱
第２条

7 個 守山南中学校 ２年 R7  滋賀県中学校秋季新人大会　　　陸上競技　男子200m　優勝
要綱

第２条

8 個 守山南中学校 ２年 R7  滋賀県中学校秋季新人大会　　　水泳競技　男子400m　優勝
要綱

第２条

9 団 守山南中学校 R7  滋賀県中学校秋季新人大会　　　水泳競技　男子４×100ｍフリーリレー　優勝
要綱

第２条

10 団 守山南中学校 R7  滋賀県中学校秋季新人大会　　　水泳競技　男子総合優勝
要綱

第２条
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令和７年度守山市学校教育表彰者名簿

団・個 学校名 職名・学年 被表彰者名 成績等 該当条項 R6

11 団 守山南中学校 R7  全国ソーラーボート大会「R杯」　団体戦　優勝
要綱

第２条

12 個 守山南中学校 ３年
R7  第77回高円宮杯全日本中学校弁論大会　兼　第65回滋賀県中学校英語弁論大会
　　暗唱の部　準優勝

要綱
第２条

13 個 守山南中学校 教諭
R7  サッカー部顧問（監督）として、熱心に指導にあたり、今年度の滋賀県中体連春季総合体育大会に
　　おいて県優勝に導びいた功績による。

要綱
第3条
第1項

14 個 守山南中学校 教諭
R7  男子バドミントン部を８年にわたり熱心に指導し、今年度、滋賀県中体連夏季総合体育大会におい
　　て準優勝・近畿大会ベスト８に導いた功績による。

要綱
第3条
第1項

15 個 守山南中学校 教諭
R7  陸上部顧問として、４年間にわたり熱心に指導し、今年度全国大会へ出場する選手を育成した功績
　　による。

要綱
第3条
第1項

16 個 守山南中学校 教諭
R7  陸上部顧問として、３年間にわたり熱心に指導し、今年度全国大会へ出場する選手を育成した功績
　　による。

要綱
第3条
第1項

17 個 守山中学校 ３年

R6　滋賀県中学校秋季新人大会　　　剣道　男子　個人　優勝

R7　滋賀県春季総合体育大会　　　　剣道　男子　個人　優勝
　　滋賀県夏季総合体育大会　　　　剣道　男子　個人　第2位
　　近畿総合体育大会　　　　　　　出場
　　全国中学校体育大会　　　　　　出場

要綱
第２条

〇

18 個 守山中学校 ３年

R6　滋賀県中学校秋季新人大会　　　陸上競技　男子共通110ｍハードル　優勝

R7　滋賀県春季総合体育大会　　　　陸上競技　男子共通四種競技　優勝
　　滋賀県通信陸上競技大会　　　　陸上競技　男子四種競技　　　優勝、男子110MH　準優勝
　　滋賀県夏季総合体育大会　　　　陸上競技　共通男子四種競技　優勝
　　近畿総合体育大会　　　　　　　出場

要綱
第２条

〇

19 個 守山中学校 ２年 R7　滋賀県中学校秋季新人大会　　　陸上競技　共通女子新100MH　優勝
要綱

第２条

20 個 守山中学校 ２年 R7  滋賀県中学校秋季新人大会　　　陸上競技　共通女子円盤投　優勝
要綱

第２条

20



令和７年度守山市学校教育表彰者名簿

団・個 学校名 職名・学年 被表彰者名 成績等 該当条項 R6

21 団 守山中学校 １年 R7　滋賀県中学校秋季新人大会　　　陸上競技　1年女子4×100Mリレー　優勝
要綱

第２条

22 団 守山中学校 ２年 R7　滋賀県中学校秋季新人大会　　　水泳競技　男子4×100Mメドレーリレー　優勝
要綱

第２条

23 個 守山中学校 ３年

R6　滋賀県中学校秋季新人大会　　　柔道　男子90㎏超級　優勝

R7　滋賀県春季総合体育大会　　　　柔道　男子90㎏超級　優勝
　　滋賀県夏季総合体育大会　　　　柔道　男子90㎏超級　優勝
　　近畿総合体育大会　　　　　　　出場
　　全国中学校体育大会　　　　　　出場
　　近畿中学校総合体育大会　　　　柔道　男子90㎏超級　第3位

要綱
第２条

〇

24 個 守山中学校 ３年

R6　滋賀県中学校秋季新人大会　　　柔道　男子81㎏以下級　優勝

R7　滋賀県春季総合体育大会　　　　柔道　男子81㎏級　優勝
　　滋賀県夏季総合体育大会　　　　柔道　男子81㎏級　優勝
　　近畿中学校総合体育大会　　　　出場
　　全国中学校体育大会　　　　　　出場

要綱
第２条

〇

25 個 守山中学校 ２年

R6　滋賀県中学校春季総合体育大会　柔道　女子44㎏以下級　優勝
　　滋賀県中学校夏季総合体育大会　　　　女子44㎏以下級　優勝　全国大会出場
　　滋賀県中学校秋季新人大会　　　　　　女子44㎏以下級　優勝

R7　滋賀県中学校春季総合体育大会　柔道　女子44㎏級　優勝
　　滋賀県中学校夏季総合体育大会　柔道　女子44㎏級　優勝
　　近畿中学校総合体育大会　　　　出場
　　全国中学校体育大会　　　　　　出場

要綱
第２条

〇

26 団 守山北中学校

２年
２年
３年
３年

R7　滋賀県中学校春季総合体育大会　　陸上競技　女子共通４×100ｍリレー　優勝
要綱

第２条

27 個 守山北中学校 ２年

R6　滋賀県中学校夏季総合体育大会　水泳競技　女子100ｍバタフライ　優勝

R7　滋賀県中学校春季総合体育大会　水泳競技　女子200ｍバタフライ　優勝
要綱

第２条
〇

28 団 守山北中学校

３年
２年
３年
３年

R7　全日本中学校通信陸上競技大会　陸上競技　女子共通４×100ｍリレー　優勝
　　全国中学校体育大会　　　　　　出場
　　滋賀県中学校夏季総合体育大会　陸上競技　女子共通４×100ｍリレー　優勝
　　近畿中学校総合体育大会　　　　第６位

要綱
第２条
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令和７年度守山市学校教育表彰者名簿

団・個 学校名 職名・学年 被表彰者名 成績等 該当条項 R6

29 個 守山北中学校 ２年
R6　滋賀県中学校夏季総合体育大会　陸上競技　男子1年100ｍ　優勝

R7　全日本中学校通信陸上競技大会　陸上競技　男子２年100ｍ　優勝

要綱
第２条

〇

30 団 守山北中学校

R7　滋賀県吹奏楽コンクール滋賀県大会　中学生Ａの部 金賞
　　関西吹奏楽コンクール出場　　　　　中学生Ａの部 銅賞
　　第31回　日本管楽合奏コンテスト　全国大会　中学生Ｂ部門   優秀賞

要綱
第２条

31 個 守山北中学校 １年 R7　第58回受信環境クリーン図案コンクール　優秀賞
要綱

第２条

32 個 守山北中学校 教諭 R7　陸上競技部顧問としての指導において、女子共通４×100R　優勝、全国大会出場に導いた功績による。
要綱
第3条
第1項

33 個 明富中学校 １年

R7　滋賀県中学校春季総合体育大会　　陸上競技　1年女子800m 　　　優勝　 (大会新記録)
　　滋賀県中学校夏季総合体育大会　　陸上競技　1年女子800m　　　 優勝　 (大会新記録)
　　近畿中学校総合体育大会　　　　　陸上競技　1年女子800m　　　 3位
　　滋賀県中学校秋季新人大会　　　　陸上競技　共通女子800m 　　 優勝

要綱
第２条

34 個 明富中学校 ２年 R7　滋賀県中学校秋季新人大会　　　　陸上競技　共通男子800m　　 　優勝
要綱

第２条

35 個 明富中学校 ３年 R7　全国中学生硬式テニス選手権　出場
要綱

第２条

36 個 吉身小学校 教諭 令和７年度文部科学大臣優秀教職員表彰　受賞

要綱
第３条
第１項第

2号
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○守山市子ども善行表彰に関する規則 

昭和47年５月30日 

教育委員会規則第９号 

 

(目的) 

第１条 この規則は、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、有為な社会人となる動機

づけとして子どもたちが行なった善行をすみやかにほめたたえることを目的とする。 

(表彰方法) 

第２条 善行のあった子どもが判明次第随時に賞詞とバッチを贈りこれを表彰する。 

(表彰審議会) 

第３条 推せんカードに基づき教育委員会に諮ることをもってこれにあてる。 

(その他の事項) 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。 
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番 号 １ 

名 前   

学校名・学

年 
明富中学校 ２年 

善行内容 

犬の散歩中にリードが外れてしまい、犬が逃走し飼い主が困っているところ

に、偶然通りかかった。状況を察し、一緒にいた友だちと進んで協力を申し出

た。 

 飼い主とともに犬を探し、狭い場所にも果敢に入り込み、無事に犬を捕獲するこ

とができた。自らの安全にも配慮しながら、迅速かつ冷静に行動し、飼い主の不安

を和らげるとともに、地域の安全にも貢献した。 

推薦者  

推薦理由 

思いやりと責任感に満ちた行動は、他の模範となるものであり、地域社会に

おける信頼と絆を深める素晴らしい実践事例である。その行動を高く評価し、

推薦する。 

調査書意見 

常に「仲間のため」「クラスのため」に考えて行動できる性格をもってい

る。人の気持ちに寄り添うことができ、とても優しく気が利く生徒である。

クラスメイトが困っていると、さりげなくサポートしたり、励ましたりする

姿が印象的である。細やかな気配りができるため、周囲からの信頼も厚く、

クラスを温かい雰囲気にしてくれている。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ２ 

名 前   

学校名・学

年 
明富中学校 １年 

善行内容 

犬の散歩中にリードが外れてしまい、犬が逃走し飼い主が困っているところ

に、偶然通りかかった。状況を察し、一緒にいた友だちと進んで協力を申し出

た。 

 飼い主とともに犬を探し、狭い場所にも果敢に入り込み、無事に犬を捕獲

することができた。自らの安全にも配慮しながら、迅速かつ冷静に行動し、飼

い主の不安を和らげるとともに、地域の安全にも貢献した。 

推薦者  

推薦理由 

思いやりと責任感に満ちた行動は、他の模範となるものであり、地域社会に

おける信頼と絆を深める素晴らしい実践事例である。その行動を高く評価し、

推薦する。 

調査書意見 

朗らかな笑顔が印象的で、クラスの雰囲気を明るくしてくれる生徒であ

る。学級では、友だちが元気がない様子に気付くと、自然と声をかけるな

ど、周囲を気遣う姿がよく見られる。係の仕事にも責任感を持って取り組

み、最後までやりとげることができる。周囲を前向きにさせる明るさと、与

えられた役割を着実に果たす誠実さを兼ね備えた生徒である。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ３ 

名 前   

学校名・学

年 
明富中学校 １年 

善行内容 

犬の散歩中にリードが外れてしまい、犬が逃走し飼い主が困っているところ

に、偶然通りかかった。状況を察し、一緒にいた友だちと進んで協力を申し出

た。 

 飼い主とともに犬を探し、狭い場所にも果敢に入り込み、無事に犬を捕獲

することができた。自らの安全にも配慮しながら、迅速かつ冷静に行動し、飼

い主の不安を和らげるとともに、地域の安全にも貢献した。 

推薦者  

推薦理由 

思いやりと責任感に満ちた行動は、他の模範となるものであり、地域社会に

おける信頼と絆を深める素晴らしい実践事例である。その行動を高く評価し、

推薦する。 

調査書意見 

学級では男女関係なく誰とでも話すことができ、リーダーシップを発揮し

ている。生徒会役員にも立候補し、学級だけでなく、学校をよりよくするた

めに進んで行動できる。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ４ 

名 前   

学校名・学

年 
明富中学校 １年 

善行内容 

犬の散歩中にリードが外れてしまい、犬が逃走し飼い主が困っているところ

に、偶然通りかかった。状況を察し、一緒にいた友だちと進んで協力を申し出

た。 

 飼い主とともに犬を探し、狭い場所にも果敢に入り込み、無事に犬を捕獲

することができた。自らの安全にも配慮しながら、迅速かつ冷静に行動し、飼

い主の不安を和らげるとともに、地域の安全にも貢献した。 

推薦者  

推薦理由 

思いやりと責任感に満ちた行動は、他の模範となるものであり、地域社会に

おける信頼と絆を深める素晴らしい実践事例である。その行動を高く評価し、

推薦する。 

調査書意見 

学級では友だちが困っていたら、声掛けを行ったり、手助けをしたりする

姿が見られる。クラス全体の仕事で手伝いを求められたら、積極的に手伝い

ができる。周りをしっかり見て、誰かのために行動ができる人物である。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ５ 

名 前   

学校名・学

年 
明富中学校 ２年 

善行内容 

登校中に転倒していた児童を見つけ、一緒にいた友だちと駆け寄った。他の

児童が転倒した児童の保護者を呼びに行っている間、「大丈夫？荷物持とう

か？」と励ましや、優しい声掛けをした。保護者到着後、その児童の安全を確

認して立ち去った。 

推薦者  

推薦理由 
本人の優しさが見られる善行である。困っている人に対して、率先して助け

ようとする行動は、表彰に値するため。 

調査書意見 
毎朝早くに登校し、生徒を迎え入れる準備を率先して行っている。生徒間

の関わりでも、相手に対して思いやりをもった言動が多々見られる。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ６ 

名 前   

学校名・学

年 
明富中学校 ２年 

善行内容 

登校中に転倒していた児童を見つけ、一緒にいた友だちと駆け寄った。他の

児童が転倒した児童の保護者を呼びに行っている間、「大丈夫？荷物持とう

か？」と励ましや、優しい声掛けをした。保護者到着後、その児童の安全を確

認して立ち去った。 

推薦者   

推薦理由 
本人の優しさが見られる善行である。困っている人に対して、率先して助け

ようとする行動は、表彰に値するため。 

調査書意見 

友だちが多く、元気で明るいあいさつができる。 

学級では班長に立候補したり、配り物や頼まれごとにも進んで行動したり

する姿が見られる。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ７ 

名 前   

学校名・学

年 
市立守山中学校 １年 

善行内容 

の３人で下校中、自転車に乗っていた小学生３人のうち、１

人が転倒した場面に遭遇した。 が「大丈夫？歩いて帰れる？」と聞くが小

学生は「無理そう。」と答えたので、残りの２人の小学生に保護者を呼んでくる

ように頼んだ。 

その間に、 も合流し、けがの手当てをしようと が近くにある

自宅から消毒液を持って来て手当をした。 は持っていた絆創膏を渡した。

そのうち、保護者が到着した。後日、学校に保護者からお礼の電話があった。 

推薦者  

推薦理由 
身近にいる幼い人に対して、温かい心で接し、相手の立場に立って親切にし

た行いであるため。 

調査書意見 

周りの仲間に対して、優しい声掛けを行うなど気配りができる。日直など

の仕事にも責任をもって取り組むことができる。困っている仲間にそっと手

を差し伸べることができる。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  

 

30



番 号 ８ 

名 前   

学校名・学

年 
市立守山中学校 １年 

善行内容 

の３人で下校中、自転車に乗っていた小学生３人のうち、１

人が転倒した場面に遭遇した。 が「大丈夫？歩いて帰れる？」と聞くが小

学生は「無理そう。」と答えたので、残りの２人の小学生に保護者を呼んでくる

ように頼んだ。 

その間に、 も合流し、けがの手当てをしようと が近くにある

自宅から消毒液を持って来て手当をした。 は持っていた絆創膏を渡した。

そのうち、保護者が到着した。後日、学校に保護者からお礼の電話があった。 

推薦者  

推薦理由 
身近にいる幼い人に対して、温かい心で接し、相手の立場に立って親切にし

た行いであるため。 

調査書意見 

クラスメイトに対して、優しい声掛けを行うなど、気配りができる。クラ

スメイトからの信頼も厚い。生徒会副会長として、学級のみならず、学校全

体に目を向け、学校を良くしていきたいと考え、行動している。 

記載者名   

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 ９ 

名 前   

学校名・学

年 
市立守山中学校 １年 

善行内容 

の３人で下校中、自転車に乗っていた小学生３人のうち、１

人が転倒した場面に遭遇した。 が「大丈夫？歩いて帰れる？」と聞くが小

学生は「無理そう。」と答えたので、残りの２人の小学生に保護者を呼んでくる

ように頼んだ。 

その間に、 も合流し、けがの手当てをしようと が近くにある

自宅から消毒液を持って来て手当をした。 は持っていた絆創膏を渡した。

そのうち、保護者が到着した。後日、学校に保護者からお礼の電話があった。 

推薦者  

推薦理由 
身近にいる幼い人に対して、温かい心で接し、相手の立場に立って親切にし

た行いであるため。 

調査書意見 

学習や部活動に対して目標をもって一生懸命に取り組んでいる。集団の様

子を俯瞰的に捉えることができ、困っている仲間にそっと手を差し伸べるこ

とができる。 

記載者名   

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 10 

名 前   

学校名・学

年 
市立守山中学校 １年 

善行内容 

の３人で下校中、自転車に乗っていた小学生３人のうち、１

人が転倒した場面に遭遇した。 が「大丈夫？歩いて帰れる？」と聞くが小

学生は「無理そう。」と答えたので、残りの２人の小学生に保護者を呼んでくる

ように頼んだ。 

その間に、 も合流し、けがの手当てをしようと が近くにある

自宅から消毒液を持って来て手当をした。 は持っていた絆創膏を渡した。

そのうち、保護者が到着した。後日、学校に保護者からお礼の電話があった。 

推薦者  

推薦理由 
身近にいる幼い人に対して、温かい心で接し、相手の立場に立って親切にし

た行いであるため。 

調査書意見 

学級では、班長として班活動が円滑に進むよう、常に考えて行動してい

る。後期生活委員の副委員長となり、その役割に責任をもって取り組んでい

る。行動力と発信力があり、周りを見て行動することができる。 

記載者名   

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 11 

名 前   

学校名・学

年 
市立守山中学校 １年 

善行内容 

の３人で下校中、自転車に乗っていた小学生３人のうち、１

人が転倒した場面に遭遇した。 が「大丈夫？歩いて帰れる？」と聞くが小

学生は「無理そう。」と答えたので、残りの２人の小学生に保護者を呼んでくる

ように頼んだ。 

その間に、 も合流し、けがの手当てをしようと が近くにある

自宅から消毒液を持って来て手当をした。 は持っていた絆創膏を渡した。

そのうち、保護者が到着した。後日、学校に保護者からお礼の電話があった。 

推薦者  

推薦理由 
身近にいる幼い人に対して、温かい心で接し、相手の立場に立って親切にし

た行いであるため。 

調査書意見 

学級では、自分の役割である教室の戸締りや給食当番、清掃活動などに最

後まで責任をもって丁寧に取り組んでいる。何事にも積極性をもって取り組

むことができる。 

記載者名   

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  

 

34



番 号 12 

名 前   

学校名・学

年 
速野小学校 ２年 

善行内容 

２年生児童１名、１年生児童３名で下校時に、１年生児童１名がリュックを

民家のポールに引っ掛けて折ってしまった。一緒に帰っていた３人で落ち込ん

でいた１年生を励ました。３人は近くにいた に助けを求め、 が民家の

住人に知らせようとしたが、留守であった。そのため、通りすがりの５年生児

童に声を掛けた。５年生児童がスクールガード（推薦者）に連絡するように頼

んだ。 

推薦者  

推薦理由 皆で助けを求めたため。落ち込んでいた１年生に付き添ったため。 

調査書意見 

いつも穏やかな振る舞いで、誰に対しても落ち着いて丁寧に関わることが

できている。教室では友だちとの会話を楽しみ、笑顔で過ごす姿が多く見ら

れる。周囲への気配りが行き届いており、困っている友だちに寄り添おうと

するやさしさが日頃から見られる。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 13 

名 前   

学校名・学

年 
速野小学校 １年 

善行内容 

２年生児童１名、１年生児童３名で下校時に、１年生児童１名がリュックを

民家のポールに引っ掛けて折ってしまった。一緒に帰っていた３人で落ち込ん

でいた１年生を励ました。３人は近くにいた に助けを求め、 が民家の

住人に知らせようとしたが、留守であった。そのため、通りすがりの５年生児

童に声を掛けた。５年生児童がスクールガード（推薦者）に連絡するように頼

んだ。 

推薦者  

推薦理由 皆で助けを求めたため。落ち込んでいた１年生に付き添ったため。 

調査書意見 

友だちとのかかわりの中で、自分が感じたことを率直に伝えることができ

る素直な児童である。給食の準備の際に、配膳台の用意ができていないこと

に気づき、自ら動いて手伝うなど、状況をよく見て行動する力が育ってい

る。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 14 

名 前   

学校名・学

年 
速野小学校 １年 

善行内容 

２年生児童１名、１年生児童３名で下校時に、１年生児童１名がリュックを

民家のポールに引っ掛けて折ってしまった。一緒に帰っていた３人で落ち込ん

でいた１年生を励ました。３人は近くにいた に助けを求め、 が民家の

住人に知らせようとしたが、留守であった。そのため、通りすがりの５年生児

童に声を掛けた。５年生児童がスクールガード（推薦者）に連絡するように頼

んだ。 

推薦者  

推薦理由 皆で助けを求めたため。落ち込んでいた１年生に付き添ったため。 

調査書意見 

困っている人にすぐ気づき、進んで行動することができる思いやりがあ

る。教室では、友だちに学習の仕方を優しく教えてあげたり、係の仕事を積

極的に手伝ったりする姿が日常的に見られる。トイレのスリッパをきれいに

そろえるなど、誰もが気持ちよく過ごせるように考えて行動できる、温かい

心の持ち主である。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 15 

名 前   

学校名・学

年 
速野小学校 ４年 

善行内容 

２年生児童１名、１年生児童３名で下校時に、１年生児童１名がリュックを

民家のポールに引っ掛けて折ってしまった。一緒に帰っていた３人で落ち込ん

でいた１年生を励ました。３人は近くにいた に助けを求め、 が民家の

住人に知らせようとしたが、留守であった。そのため、通りすがりの５年生児

童に声を掛けた。５年生児童がスクールガード（推薦者）に連絡するように頼

んだ。 

推薦者  

推薦理由 皆で助けを求めたため。落ち込んでいた１年生に付き添ったため。 

調査書意見 

周りの様子をよく見て行動できる思いやりのある児童である。給食の配膳

中に友だちがおかずをこぼして困っていると、少し離れた場所であってもす

ぐ気づき、進んで片付けを手伝った。日常的に相手の気持ちを考えて行動で

きる優しさがあり、クラスの雰囲気を温かくしている。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 16 

名 前   

学校名・学

年 
速野小学校 ５年 

善行内容 

２年生児童１名、１年生児童３名で下校時に、１年生児童１名がリュックを

民家のポールに引っ掛けて折ってしまった。一緒に帰っていた３人で落ち込ん

でいた１年生を励ました。３人は近くにいた に助けを求め、 が民家の

住人に知らせようとしたが、留守であった。そのため、通りすがりの５年生児

童に声を掛けた。５年生児童がスクールガード（推薦者）に連絡するように頼

んだ。 

推薦者  

推薦理由 皆で助けを求めたため。落ち込んでいた１年生に付き添ったため。 

調査書意見 

けがをした友だちにすぐに駆け寄って声をかけたり、必要に応じて先生に

伝えるなど、相手のことを第一に考えて行動ができる。学級では積極的に仕

事を手伝い、人の役に立つことに喜びを感じて学校生活を送っている。周囲

の状況をよく見て判断し、必要な場面で行動できる責任感の強さをもってい

る。 

記載者名  

具申意見 

困っている人に気づき、仲間と協力して相手を思いやる行動をとる姿は、多

くの人の模範となると考える。 

よって、善行表彰に値すると考える。 

判 定                  
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番 号 17 

名 前   

学校名・学

年 
物部小学校 ６年 

善行内容 

夏休みのふたまちっこ会館での「宿題・習字教室」「勉強会」で、本児を含む

６年生児童２名が中心となり、下学年の取りまとめや企画運営を主体的に行っ

た。また、自治会館での野菜の収穫体験時には、誕生日の友だちのために手作

りのお祝いを作り、自主的に交流を深める場となった。 

推薦者  

推薦理由 

行動力やリーダーシップが参加児童や、地域住民によい影響を与えたため。

地域のつながりや子どもたちの成長を感じられる貴重な機会となり、見守って

いた自治会関係者からも高い評価を得たため。 

調査書意見 

運動会の応援団として、自身の団や学校全体を盛り上げたり、下学年に応

援方法を教えたりした。応援・振付の作成でも中心となり、案を出しながら

決める姿が見られた。卒業アルバム実行委員として、どんなアルバムが心に

残るかを学年のために考え、作成をした。 

記載者名  

具申意見 

人のことを考えた優しい行動やリーダーシップにより、参加者をはじめ地域

の人にも温かい気持ちを届けたり、頼もしさを感じさせたりし、よい模範とな

ると考える。 

よって善行に値する。 

判 定                  
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番 号 18 

名 前   

学校名・学

年 
物部小学校 ６年 

善行内容 

夏休みのふたまちっこ会館での「宿題・習字教室」「勉強会」で、本時を含む

６年生児童２名が中心となり、下学年の取りまとめや企画運営を主体的に行っ

た。また、自治会館での野菜の収穫体験時には、誕生日の友だちのために手作

りのお祝いを作り、自主的に交流を深める場となった。 

推薦者  

推薦理由 

行動力やリーダーシップが参加児童や、地域住民によい影響を与えたため。

地域のつながりや子どもたちの成長を感じられる貴重な機会となり、見守って

いた自治会関係者からも高い評価を得たため。 

調査書意見 

運動会の実行委員として、団体演技の際にみんなが躍るオリジナルダンス

を考えた。組体操の始まりを感じられるように試行錯誤し、素晴らしいダン

スを作り上げた。卒業アルバム実行委員では、みんなの思い出に思いを込め

て仕上げることができた。 

記載者名  

具申意見 

人のことを考えた優しい行動やリーダーシップにより、参加者をはじめ地域

の人にも温かい気持ちを届けたり、頼もしさを感じさせたりし、よい模範とな

ると考える。 

よって善行に値する。 

判 定                  
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